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議案第１４２号 
宝塚市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について   資料２ 関係法律の条文の抜粋  

○行政機関の保有する情報の公開に関する法律 
（平成十一年五月十四日） 

（法律第四十二号） 
（行政文書の開示義務） 
第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号
に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、

開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 
一 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録

に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切

の事項をいう。次条第二項において同じ。）により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによ

り、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている
情報 
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認
められる情報 
ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第二条第一
項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条

第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立

行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百四十号。以下

「独立行政法人等情報公開法」という。）第二条第一項に規定する独立行政法人等

をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六



十一号）第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人

法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務

の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務

遂行の内容に係る部分 
一の二 個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第六十条第三項に
規定する行政機関等匿名加工情報（同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報フ

ァイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」とい

う。）又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情

報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定

する個人識別符号 
二～六 （略） 

（平一三法一四〇・平一四法九八・平一五法六一・平一五法一一九・平一七法一

〇二・平二四法四二・平二六法六七・平二八法五一・令三法三七・一部改正）  


